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　（広域化・共同化）ウォーターＰＰＰ導入可能性調査委託業務　東郷町公共下水道外１のプロポーザルに関する質問への回答
	番号
	質問
	回答

	1
	本業務を受託した場合、事業実施側（プレイヤー）に参画することは可能でしょうか。
	可能です。ただし、競争性、公平性及び透明性の確保に向けた情報開示を拒まない者に限ります。なお、同情報を成果品として整理することも想定しています。

	2
	仕様書P2 1-17 技術者等の配置⑴⑵で、管理技術者及び照査技術者の資格者要件において「過去10年間に国又は地方公共団体が発注する下水道事業における官民連携事業に関する業務を元請けの技術者として従事した経験を有する」とありますが、この従事経験は完了業務経験だけでなく、履行中業務も対象としてよろしいでしょうか。
また、履行中業務が対象となる場合、従事期間（何か月以上または、何年以上等）などの制約はありますでしょうか。
	完了した業務が対象となります。

	3
	仕様書P2 1-17 技術者等の配置⑶で、担当技術者について、「必要な知識及び技術を有し、かつ直接雇用している者を主担当として配置するものとする。」との記載から、同種分野又は類似業務等の履行実績は求めていないと読み取れます。一方で様式2-1の※欄に、管理技術者、照査技術者と共に業務経歴を記載するものとなっておりますが、この業務経歴には同種分野又は類似業務等の実績は求めないということでよろしいでしょうか。
なお、履行実績が必要となる場合、その従事経験は完了業務経験だけでなく、履行中業務も対象としてよろしいでしょうか。
また、履行中業務が対象となる場合、従事期間（何か月以上または、何年以上等）などの制約はありますでしょうか。
	担当技術者の履行実績有無については、お見込みのとおりです。

	4
	実施要領P3 9-2 書類作成の留意事項⑴で、ここに記載されている業務実績については、「第6参加表明書等の提出6-1提出書類」にある業務実績（様式2）と同じと捉えてよろしいでしょうか。
また、企画提案書にもこの業務実績（様式2）を添付すればよろしいでしょうか。
	企画提案書の表紙以外の様式は任意であり、判断は、各提案者に委ねます。

	5
	実施要領P3 9-2 書類作成の留意事項⑴で、業務実績について「様式2の表を引用して記載するものとし、画像等を貼り付ける場合も含め、１件につきA4用紙１枚とする。」との記載がありますが、これは企画提案書に「9-2書類作成の留意事項(1)業務実績」に示された留意事項に沿って作成した書類を添付するとの認識でよろしいでしょうか。または、ここは参加表明書等に添付する様式2についての留意事項を示したもので、企画提案書への添付は不要となりますでしょうか。
	9-2は、企画提案書作成の留意事項について記載しています。そのため、業務実績は、企画提案書に添付するものではなく、企画提案書に含まれるものです。

	6
	実施要領P3 9-2 書類作成の留意事項⑴で、企画提案書に添付の場合、業務実績及び当該業務の契約書の写し又は業務内容の証明書類は、企画提案書15ページ以内に含むでしょうか。
	業務実績は、含みますが、証明書類は、含まないものとします。

	7
	実施要領 P5 10-3 プレゼンテーション⑶で、「出席人数は５名以内とする。なお、参加表明書と併せて提出した様式2-1記載の配置予定技術者は、必ずプレゼンテーションへ出席させること。」との記載があります。
例えば、担当技術者を４名以上配置すると届出した場合、配置予定技術者数は管理技術者、照査技術者、担当技術者の合計で６名以上となりますが、プレゼンテーションへの出席者は管理技術者、照査技術者、担当技術者（３名）の計５名とすればよろしいでしょうか。
	プレゼンテーションは、本業務を担当する予定の責任者が主体的に行い、その出席者は、５名以内かつ参加表明書と併せて提出した様式2-1記載の配置予定技術者としてください。

	8
	実施要領 P6 10-3 プレゼンテーション⑷カで、「説明用スライドを除く追加資料は持込みできない」とありますが、審査員等に配布しない手持ち資料も含まれるのでしょうか。
	審査員等に配布しない手持ち資料は、含まれません。

	9
	「調査仕様書1-19」において「発注者の監督員等又は豊明市の担当者等と協議及び打合せするものとする。なお、両市町が関係する内容の協議及び打合せは、三者で行う」とありますが、「2-7打合せ協議」は3回を基本となっており、回数が不足しないでしょうか。
	東郷町３回、豊明市３回の合計６回を想定しています。

	10
	「調査仕様書2-2」において、「ウォーターPPPが影響する地元企業」にヒアリングを行うこととなっており、想定されている地元企業の数と業種をご教示ください。
	評価表において審査の視点としていることについては、お答えできません。

	11
	公募型プロポーザル実施要領10-3（3）プレゼンテーションへの出席者について、「様式2-1記載の配置予定技術者は、必ずプレゼンテーションへ出席させること」とありますが、万一出席できない場合は失格となるのでしょうか。それとも欠席した配置予定技術者の得点や実績が無効となるのでしょうか。
	プレゼンテーションは、本業務を担当する予定の責任者が主体的に行い、その出席者は、５名以内かつ参加表明書と併せて提出した様式2-1記載の配置予定技術者としてください。なお、出席者名簿提出後に名簿に記載の者が出席できなくなった場合は、プレゼンテーション開始前までに欠席する者の氏名及び理由を記載した用紙（様式任意）を事務局に提出してください。失格要件には該当しませんが、評価点への影響は、各審査員の判断によります。

	12
	「様式1参加表明書」において添付書類で「本業務の実施体制」とありますが、企画提案書内でも実施体制について記載することとなっており同様のものを添付するという認識でよろしいでしょうか。
	企画提案書の表紙以外の様式は任意であり、判断は、各提案者に委ねます。



